
Title いわゆる「従者制と恩貸制の史的一体性」について
Sub Title Über die sogenannte historische regelmäßige order gar notwendige Verdindung von Benefizium

und Vasallität
Author 宇尾野, 久

Publisher 慶應義塾経済学会
Publication year 1961

Jtitle 三田学会雑誌 (Keio journal of economics). Vol.54, No.7 (1961. 7) ,p.517(1)- 540(24) 
JaLC DOI 10.14991/001.19610701-0001
Abstract
Notes 論説
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00234610-19610701-

0001

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


い

わ

ゆ

る

「

従

者

制

と

恩

貸

制

の

史

的

.
一

体

性」

( :
づ

い

て

宇
 

'
:尾

.
 
'野
 

久

, 

'
 
:
■
'
■
.
.
.
.
 

-

' 

.... 

'
 

,

-

-.

.■.

.

.

 

. 

. 

.

.

.

.

.

.

■'
-
- 

. 

.

'

-.一
 

■.
.
.
.
 

. 

.

: 

: : 

.

. .

.■

. 

.

.

. 

■ 

- 

■ 

V

.■:

.
 

.

.ニ
序

.. 

；
:■
' 
:

■

:

.

:

.

.

.

' 

,
■ 

. 

■ 

■ 

. 

. 

.

■フ
ラ
ン
ク
社
会

.の
封
建
化
に
.ど
■っ_

 

.で
基
本
的
な
.要
因

.と

.な
る
。

K

.I
/
.力
リ
.'.
ア.xprecarium,. precaria, 

P
H

e

o.ariae> 

.

.
と

b
e
n
e
j
s
c
i
u
m
..

は
フ
ラ

' 

, 

• 

. 

.

.

.

.

.
 

-

ン
ク
社
会
の
諸
資
料
の
中
で
頻
繁
，に
あ
ら
'わ
れ
て
：く
る
。
、た
.と
え
ば
資
財
帳
範
例
又
は
勅
令.

(
c
a
p
i
t
a
l
)

そ
の
他
賃
子
膜
の
中
で
は
ほ
と
ん 

.̂

必
ず
と
言
っ
て
よ
：い
ほ
ど
.こ
れ
ら
.の
言
葉
が
あ
.；；

£V

わ
れ
て
く
る
。
:
..
,

:

;

'

.

之

等

©'
問
題
に
っ
い
て
は
す
で
に-Paiil K

o
t
i

 

か
ら 

H
e
i
n
r
i
c
i
t

 

B
r
i
m
n
e
r
,

 

H
e
i
n
r
i
c
h

 

JMitteis, 

A
l
f
o
n
s

 

D
o
p
s
c
h

 

.に
至
る
ま
で
古

典
的
な
封
建
制
度
研
究
の
基
本
問
題
と
し
て
取
扱
：わ
れV

き
た

0

:■ 

. 

' 

:

.
 

. 

.

.

.

.
■

.
 

: 

.

.

.

.

し
か
し
乍
ら
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
学
説
を
も
ぅ
ー
度
く
り
か
え
す
こ
と
で
は
な
く
之
等
のP

H
e
c
a
r
i
u
m

と

r
s
g
s.
'd
日
が
ど
の
よ
ぅ
>な
共

•.
 

. 

.

.

. 

' 

,

通
性
と
差
別
性
を
も
っ
か
に
っ
ー
い
て
問
題
に
ナ
る
：
。'.
:

:

.

-■ 

.... 

.■-
 

.
 

.

•

•

.

ご
こ
で
の
結
論
：は
端
的
に
言
っ
て
、
プ
レ
ヵ
リ
ァ
と
ベ
ネ
フ
ィ
キ
キ
ゥ
ム
；を
区
別
す
る
：に
当
っ
て
、
が
っ
ちH

;
M
i
t
t
e
i
s

が
反
対
し
、
そ
の 

反
証
が
赛
め

±
ヤ
も
実
証
ヤ
ぎ
る
.の
：で
、
：
そ

：の
絶

対

&.
が
.修
正

ざ

：れ

て

杳

た

l
g

:
1D
0
p
s
c
h

の
*
本
命
題
で
あ
る
表
記
の
テー

マ「

従

' 

. 

-■
 

r

!

...•
■
. 

.

:

■

:

い
わ
ゆ
る「

従
者
制
と
恩
貸
制
の
史
的
一
体
性」

に
っ
い
て
'
: 

-

;

一
 

ハ
五
--
-
七
Y 

.

新 刊 紹 介

f • ェ ヴ ラ ル r大規模な《ファルム》について』 迈 國 廣 91

石沢元晴著『現代米ソ経済論』.............
藤 寛 91

永原慶ニ著『日•本封建制成立過程の研究』…… 水 融 92

小 林 昇 著 『経済学の形成!挣代』........... 井 厚 93

鈴木鴻一郎編『経済学原理論上』”…... ......... “飯 田 裕 康 94



密
制
度
六
V

I

I

Iず
と
悤
貸
制

9
e
sy>
c
i
u
m

)

の
両
法
制
は
有
史
以
来
い
か
な
る
.場
合
に
も
か
つ
て
離
れ
て
い
た
こ
と
は

^2
。」. 

S
H
g
, 

dlags,!!, S. 305.)

が
実
は
意
想
外
に
強
力
な

.根
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
.0
従
っ
て
こ
こ
で
も
間
題
の
性
格
に 

従

？
て
そ
の
取
扱
い
の
方
法
を
変
え
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
令

.
 

.1

:'
■

-

 

•

•
 

; 

■; 

.

* 

. 

.

 

,

 

* 

-

 

.

.

.

前
述
の
よ
う
にp

a
u
l
w
o
t
h

の
劏
期
的
な
努
作
で
あ
る
^
^
呂
^
&
け
&

の̂
&
出
舀
の
證
^
名
忍
®
!
!®!
.
 v

o
n

 

d
e
n

 
如Itesten Zeiten bis 

ins zeimte 

J
ptJ
-
H
h
u
n
d
e
r
t
;
,
: 

E
r
l
a
n
g
e
n

 

1
8
5
0
.

以
来
-be

n
e
6
c
i
u
m

 

と 

P
H
e
c
a
r
i
u
m

 

に
づ
い
て
は
す
で
に
屢
々
論
輝
さ
れ
て
お
り
、
 

G. seeli

oqe
r
o

作n|

を
批
判
し
つ
つA

V
B
O
P
S
C
h

は
大
要
次
の
.よ
う
に
述
べ
で
い
る
。
,

ぐ

プ
レ
ヵ
リ
ァ
貸
与(die. p

r
e

k
m

に
は|
定
の
社
会
経
済
的
な
性
格
が
附
着
せ
ず
、
む
レ
ろius precarium (

請
願〔

土
地〕

貸
与
法) 

は
個
別
的
契
約
に
広
恥
な
作
用
範
囲
を
与
え
：、
そ
の
結
果
種
々
な
赴
会
政
治
的
作
用
を
も
っ
?レ
。

••s
r
n
e
M
u
m
;

とp
r
e
l
u
m

 

.の
関
係
は
、
最
古
の
フ
ラ
ン
ク
時
代

.に
両
者
は
異
っ
た
侧
か
ら
同
一

.の
関
係
を
扱
：っ
た
ニ
つ
の
表
示
を
あ
ら 

わ
す
こ
と
が
そ
の
.特
徴
で
あ
る

0 

:
 

.

.

benesc

s-m

はp
r
e
c
a
r
i
u
m

の
反
映
で
あ
る
。
プ
レ
カ
リ
ア
は
被C 
土
地
.

)

貸
与
者
の
請
願
で
あ
り
、I

b
e
n
&
c
i
u
m

は
主
人(Herr
)

の 

恩
恵
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
*
い(

メ
ロ
.ヴ
ィ
ン
グ)

時
代
に
は
す
べ
で
の
ベ
ネ
フ
ィ
キ
ユ
ゥ
ム
が.

プ
レ
カ
，リ
ア
，だ
っ
た
わ
け
で
は
な

い

。

ベ
ネ
フ

ィ
キ
ユ
ゥ
ム
の
範
囲
は
、

-H. E
r
m
m
e
r

が
考
え
た
よ
う
に
、
各
貸
与
は
所
有
権
で
.な
し
に
、
用
益
権
の
委
譲
に
す
ぎ
な
い
の
で一

：

自
か

ら
プ
レ
カ
リ
ア
の
.範
囲
よ
り
も
ず
っ
と
大
き
い

0. 

.
 

•

が
く
てp

s
e
e
l
i
g
e
r

に
よ
る
と

1
3
|
^
5*
1
3
1
.
め
：概
#-
の
縮
小
.が
：凡
：世
紀
以
来
起
り
、
九
世
紀
に
は
、
そ
の
保
有
が
賃
子
や
奉
仕
ま
た
は 

少
く
と
も
奉
仕
準
備
の
義
務
を
負
う
よ
う
な

.貸
与
地(Le&egiitox)

と
言
う
意
味
に
理
解
さ
れ
た
。
だ
が
ベ
ネ
フ
イ
キ
ュ
ウ
ム
は
き
わ
め
て
多

様
I

お
び
て
い
る
。
ベ
ネ
フ
イ
キ
ユ
ウ
ム
は
貸
与
の
継
続op. 

I
I)

や
そ
の
受
領
者
の
社
会
的
資
格(

G
'
W
I
X

そ
b
と
結
び
つ
い
た
奉

仕
義
務
の
顧
慮(H. B

r
u
n
n
e
r
)

に
制
眼
さ
l
eな
い
。

.

.

.

.

.

.

. 

.......

力

,
孑

フ

キ

コ
ウ
ム
は
す
へ
て
哀
自
に
領
主
的
な
フ
I
フ
エ
農

民(

a
g iierrschaftlichezL H

u
f
e
n
b
a
u
e
s
)

の

関

係

こ

導

^

か
な 

い
よ
う
な
よ
り
高
い
貸
与
を
あ
ら
.わ
す0

::
:

.

:
.
.
.

 

'

1:

な

お

P

I

I

は
プ
レ
ヵ
リ
ア
の
グ
ル
.丨
プ
の
観
察
.に
あ
た
り
、'
そ
れ
に
Iは
契
約
が
含
む
こ
と
以
上
の
讓
I

い

と

醫

し

、
戦
争
奉 

仕
が
そ
こ
か
ら
な
意
べ
I

地

l
e
r
)

の
概
念
が
ベ
f

v

t
ウ

び

つ

け

ら

れ

る

会

は

正

し

く

な

い

と
考

え

た

。

p
.
s
e
e
f
r
同
様
に
，p, B

o
t
h

は
、
ベ
ネ
フ
イ
キ
ユ
ウ
ム
の
霍
者(

王
、
伯
、
婦
人)

の
社
会
的
^
 ̂

ベ 

ネ
フ
イ
キ
ユ
ウ
ム
の
保
有
は
し
か
し
貸
与
者
へ
の
対
人
的
な
讓
は
課
さ
ぬ
と
の
結

論

に

達
し
た
。

,

.

A
.

 D
o
p
s
c
h

 

は
上
述
の
#く

，，v
e
r
f
a
s
s
s

oq?
E
w
i
r
t
s
&
a
f
t
s

Qqi
K
c
h
t
e
d
e
s

 M
i
t
t
e
l
a
l
t
i

-rs
a

 51

丨 53
.

で
古
典
学
説
に
お

け
る
功
乳
を
検
証
し
た
の
ち
プ
レ
カ
リ
ア
と
ベ
ネ
フ
'イ
キ
.ユ
ウ
.A
の
共
通
性
.と
差
別
生
を
明
確
に
し
た
。

こ
の
よ
う
な
基
盤
の
上
で
へ
ネ
フ
イ
キ
ユ
ウ
ム
の
.高
貴
性
を
み
ち
び
き
出
そ
う
と
す
る
卜

の

次

の

見

解

が

.
よ

り

的

確

に

理

解

さ 

れ
得
よ
う
。

_
 

.;
.

封
建
的
知
行
が
元
来一

1.

つ
の
別
個
の
法
制
、

つ
ま
り
i

l

l

と

h
e
l
i
u
m

の
融
合
か
I

々
た(H- Brunner, y. v

o
l
t
e
f

 

H
.

雇

|
_

)

と
.の
テ
丨
ゼ
.に
反
対
し
て
、

f
 
I
は
で

^

る
尚
代
に
^
決

し

て

分

離

.し

て

い

な

か

っ

た

(
G
r
u
n
d
l
a
g
s
,

 II, S. 3
0
5
.

と
述
べu

/•
>
る
。

户
おv

a
s
s
a
l
i
t
i
u
m

が
ゲ
ル
マ
ン
の
靡
の
制
度
あ
る
い
は
ガ
口 =

 
ロ 

I
マ
の
タ
リ
エ
ゾ

テ
ス(

H

)

の
制
度(clientela )

の
継

続

と

し

：
て

歷

さ

れ

よ

う

と

：

い

.ず
れ

の

場

合I

こ
の
.関

係

は

物

的

な

基

礎

を

も

：
た

盆

は
緊
密
に
I

ル
の
経
済
的
維
持
と
準
備
に
依
存
し
たー

ゲ

穿

ン

I

者
は
そ
の
主
人
，

っ

て

讓
さ

れ

、

ロ

I

マ

の

.タ

リ

エ

ン

テ

ス
 

い
わ
ゆ
る「

従
者
制
と
恩
貸
制
.の
史
的
.一
体
生」

，
に
つ
い
て

三

(

五
一
九)

.



'
■
,.
v'.
 

■: 

;
' 

'

.

■•〉

,
.
. 

.

.

ra
'.
C

M

i

l

o

)

.
 

(6eEtesy

は
：そ
の
パ
ト
ロ
ー
ヌ
ス
-

(

p
&§
息
に
よ
っ
て
装
備
さ
：れ
た
。，
人
く 

V 

.

'

•
事
実
前
力
.ロ
す
ン
グ
時
代
.に
之
.等
の

'

:

之
：等
の
分
離
は
現
実
の
事
実
ょ
り
.も
む
し
ろ
そ
の
時
期
の
'法
制
的
諸
条
件
の
法
的
な
説
明
を
満
足
す
る
た
め
に
発
明
さ
■れ
.た
理
論
で
あ
っ
た

。
 

こ
の
ょ
ぅ
なA

.
0
0
P
S
&

理
論
に
反
対
し
てH

e
i
n
r
i
c
k

 M
i

菱

^

^

.' 

b
e
g
M
f

 :

と
言
ぅ
と
と
ば
は
今
や
専
門
的
な
意
味
を
も
つ
に
至
っ
た
。
：ベ
ネ
フ
イ
.キ
ュ
ゥ
ム
.は
単
に
土
地
貸
与
9
目dleihe )

に
す
ぎ
な 

い
プ
レ
ヵ
リ
ァ
の
上
方
に
発
展
し
た
部
門
で
あ
る
。
ヵ
ロ
リ
シ
グ
主
朝
は
今
や
教
会
を
し
て
、
国
家
：へ
の
き
わ
め
て
高
い
給
付
、
と
り
わ
け
装
備 

騎
士 

(P

醫

il

と
し
て
の
，奉
仕
能
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.王
の
：
ヮ

ザ

：ル
達
へ
ベ

.ネ
プ
イ：

キ
チ
：ゥ
ム
を
貸
出
さ
せ
た
; 0
主
の
命
令
.で
与 

え
ら
れ
た
‘precariae v

e
r
b
o

 

T
eoq
i
s
.は軍
政
改
革
.の
経
済
的
基
礎
に
.：役

立

^
た 

B
e
g
s
c
i
u
m

と

V
a
s
a
l
H
t

浮

は

、
：
爾
後
実
際
上
、
規
則
的
に
ま
た
は
.必
然
的
に
結
合
し
：

て
：.

あ
ち
わ
れ
た
と
は
云
い
傅
な
い
。
中
世
に
も
な 

お
、
す
べ
て
の
フ
ラ
ン
ク
の
.後
継
諸

.国
家
で
、.'jBenefizixlm.

..な
し
：の
.ヮ
.ザ
ル
.、が
居
っ
た
し
、
ま
た
ヮ
ザ
ル
の
手
に
な
い
ベ
ネ
フ
イ
キ
ュ
ゥ
ム
も 

あ
.っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
お
ヵ
ー
ル
大
王
の
時
代
に
完
成
し
た
«
§
|
2*
日

と

v
a
s
a
i
p:
t
の
結
合
に
つ
い
.て
の
ベ
る
こ
と
は
正

し
い

■
 
°

.'
•

.
-
 

.

こ
の
結
合
.は
、
事
実
の
阚
域
で
の
経
過
で
な
く
、
純
粋
に
精
神
的
な
こ
と
の
中
に
あ
り
、
ヮ
ザ
ル
的
.な

B
e
n
e
M
i

 

(das v
a
s
a
u
l
c
h
e

 

B
e
a
e
6
z
i
u
m
)

を
ニ
つ
の

(

ヮ
ザ
ル
と
ベ
ネ
フ
イ
キ
ュ
ゥ
ム
の)

要
素
の
純
粋
な
踪
合(

s
y
n
t
h
e
s
e
)

と
し
て
思
考
的
に
把
握
す
る
こ
と
の
過
程
で
あ 

る
。
こ
れ
に
ょ
っ
て
法
領
域
で
の
思
考
の
典
型
的
に
フ
ラ
ン
ク=

西
欧
的
な
高
度
な
形
態
を
あ
ら
わ
す
専
門
的
な
意
味
で
の
レ
ー
ン
法
が
成
立
す

る
0
レ
ー
ン
法(

L
e
h
n
x
e
c
h
t
)

に
と
っ
て
ヮ
ザ
ル
的
な
ベ
ネ
フ
イ
キ
ユ
.
ゥ

ム(das vasallitische w
e
n
e

thz
i
u
l
n
)

は
全
く
正
常
な
ヶ
1
ス

. 

-
. 

-
 

.

.

CNOHmalfall)

で
あ
る
.。
.
.

.
そ

の

決

定

的

な

点

は

、

ヮ
ザ
.ル

の

義

務

で

あ
る
奉
仕
や
忠
誠
を
ベネ
フイ
序ュ
ウム

の
.法
的
根
撖
と
み
る
と
言
う
こ
と
に
、あ
る
。

ベ
ネ
フ
イ
キ
ュ
ウ
ム
は
扈

従
.
.

(

f

e

l

y
 

0 

« 

I

I

-
 

r 

s

l

l

l

^

 

 ̂

 ̂

 ̂

 ̂

¥

ュ
ウ
ム
撤
回
の
.理
由
と
な
る
。
パ
ヮ
ザ
ル
は
彼
が
奉
仕
す
る
間
は
知
行

p

i

eを
も
ち
い
知
行
•は

ヮ

ザ

リ

テ

丨

ト

の

機

能

を

形

李

^

.

以
上
の
.ニ
大
論
.撫
を
確
認
し
た
後V

 B
e
n
l
l

と

.
v
a
l
t

浮

.が
史

上

常

に

ロ

蒙

.場
合
に
も
.ー
緖
に
あ
ら
わ
れ
る
か
ま
、こ
ユ

力ロ 

リ
ン
グ
時
代
に
そ
の
結
合
が
完
成
し
た
か
と
言
っ
た
問
題
を
し

.ば
ら
く
離
れ
て
、
前
述
の
如
く
ズ
レ
力
リ
ュ
ゥ
ム
と
ベ
、不
フ
イ
キ
ュ
ウ

ム
の
区
別 

か
ら
出
知
す
る
時
た
と
え
そ
の
多
様
性
を
認
め
る
と
し

..て
も
フ
ラ
ン
-ク
に
お
け
る
べ
ネ
フ
イ
キ
ュ
ウ
ム
の
高
貴
性
を
条
件
づ
け
る
史
的
条
件 

と

て

Vasallit

浮

.が
へ
ネ
フ
.イ
キ
ュ
ウ
ム
の1

般
的
な
史
的
前
提
と
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。(

W
. 

W異Preilieit und unfreihso 

ぐも
しそ
うだ
とす
れば
卜

D
O
P
I
:

の
史
的
、
時
議
的
与
件
は
、.
'«「

讀
ぼ
の
法
的
根
掏
と
同
様
に
必
ず
し
も
特
殊
絶
対
的
な
、
法
則 

白
な
奮
条
件
で
は
な
く
な
る
。
つ

着

.precl.;

と
同
様
に

'

b
e
g

穿

i
_ 

.
は
.資
財
貸
与
の
.法
律

制

を

.あ
る
.が
^

^

の̂

i
g prec- 

a
r
l

 ius in re a
l
i
g
a

の
法
制
か
ら
ゲ
ル
マ
ン
のG

e
f
o
f

 l
—
H
e
i
c
h
a
f
t

を
媒
介
と
す
るL

e
h
e
n
r
l
,

 

L

f
 
l

rへ
 

め
転
化
の
過
程
で
、
：
：

b

i

g旨

は

G
e
l
s
e
l
—
l

a
l

:

洛

.

.
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.

 

.
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.
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.
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際
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D
O
P
I

の
述
べ
.る
よ
う
にPHecariae ver

ぎ

浮

ぎ

e

l

B
が
六
世
紀
半
ば
に
す
で
に
存
在
し
て
这
と
し
て 

も
こ
のW

Q

命
令
に
よ
るp
r
e
c
a
l
』

_

f

が

，pay ,

又
は

"
B
a
f雪

-
を
意
味
し

、
I
 
,

1
 

る

Zin

趕s
e
r

のius p
r
e
c
a
r
i
u
m

を
あ
ら
わ
し

.こ
。

;

か
し
之
に
よ
っ
て
実
珑
さ
れ
た
.又
は
そ
の「

外
の
方
法
で
.取
#:
さ
れ
た
ぎ
接
^
*̂
© c

p
e
h
e
a
g
u

は
上
述
の
如
く
そ
の
大
部
吩
が 

•

ぃ
ゎ
ゅ
る 

l

i

 制 
|

体
性」

，
5
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:
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バ
；五
：
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一
;

'

;

.:'
^
:の
'こ
と
は
封
建
_
係

叉

：は
：領

主

関

係

が

消

減

す

岑

と

地

' 

■関
係
の
み
が
残
る
こ
と
で
靡
史
が
事
態
を
明
白
に
す
：

る
。〕：：.

：

.
V

:

と
こ
ろ
で

0̂

0
 p.olayade

ct-scher:

は
ク
ア
.レ
テ
イ

エ
ン
帝
国
領
地
賃
子
帳
の
知
行(beae

alcium, Lehen
)

は
統
一
的
な
タ
イ
プ
を
あ

■
 

*
 

-
 

.
 

(

1 0)

.
 

' 

*

ら
わ
さ
な
い
と
め
べ
て
が
名
.°
ょ

り

高

い

政

治

的

な

種

類

の

：貸

与

と

み

：な

さ

る

ベ

：き

太

知

行

地

：と
並
：本

で

小

知

行

地

が

存

在

す

る

。

.

.

I

部
は
独
立

:
:

の
知
行
地
が
あ
る
.0
ー
定
の
場
所
欠
の
大
知
行
地
が
^
タ
さ
れ
て
い
る
デ

某̂
は
同
地
^
ハ
知
行
を
^
持
つ
ゃ
1-

• 

' 

: 

-

:持
つ
。」

^
る
い
は

--
1某
.は
そ
こ
で(

知
行
を)

：も
，つ
。
^
^
^
^
^
^ ̂

■

た
い
て
い
こ
の
小
知
行
は
ぎ§

sciu

日
と
記
さ
れ
な
い
。
だ
が
例
外
が
あ
る
。
特

にL
u
g
n
e
z

で

そ

ぅ

で

あ

る。
.
，
，

B
e
n
e
S
c
i
u
m

 Solu

丨 

a
-H
.
i
n L
eoq
&
t
i
a 

m
§

s
u
m

 I et dimidil:m

rr(
B

.aB. 

Iw
a
n
d

「

p
^
^

'-
—•
.
マ
ン
^
半
へ
あ
り

^
-と
各
え
る
。
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.
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.
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.

,

し
か
し
そ
れ
と
並
ん
で
、
貸
与
さ
れ
た
領
主
直
営
她(Curtis)

と

関

連

す

る

知

行

が

あ

：り

,>
知

行

：の.移
讓
の
た
め，，H

a
b
e
t

 de h
a
c

 curt„

Vrsatius I et dimidinm
、

「

ウル
サテ
ィウ
スは
この

領
主
直
営
地

か

ら

：一':
'
,

(

.マ
ン
、
ス

)

'半

の
知
行
を)

も
.
.
つ
。i 

(Buw. I Band, S.

■ 

■ 

■ 

>

CO
9

Sさ
ら
に
ノ，，Hasius habet iu

oqera X
X

 eiusdem'benesdi
*
,
「

プ
ラ
シ
ィ
ウ
ス
は
同
知
行
地
の」

一
〇
ユ
ー
ゲ
ラ
を
も
つ
。」

と
時
に

は
正
確
，に
べ
ネ
フ
ィ
キ
ユ
ウ
ム
.の
由
来
や
大
き
さ
が
記
さ
れ
て
.い
る
。

':■
'

一
般
に
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
に
は
大(

戦
士
抱
知
行(gHossen Emilit
f»:rischen 〕

L
e
h
e
n
)

と

小(

農
民
的)

知
行
ハ
^

r—lbsuerlischs
〕 

L
&
S

)

の
間
に
何
等
の
区
別
も
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
.し
か
し
大
知
行
と
関
連
す
る
小
知
行
の
意
味
は
童
要
で
あ
り
、
お

.. 

.
.
(

3
 
ノ

.そ
ら
く
小
知
行
の
所
持
者
は
領
主
直
営.地
：(Curtis)

'の
.因
心
貸
地
受
领
者.
8
6§
6
皆

1.

)

^>
广 

で
あ
り
、
賃

子
帳
は
帝
国
直
属
の
ヮ
ザ
ルOReicilsvasalls)

と
そ
の
ア
フ
タ
.丨
ヮ
ザ
ル
を
包
含
し
、
レ
テ
ィ
エ
ン
の
主
の
命
令
に
服
す
る
全
防
衛
力
を
示
し

t

て
い
る
。
.
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一.
I

-
一. 

- 
- 

.

_
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.

'

-
.

ン

.

：
へ

.•
M 

:

•1

般
に
主
人
の
ヮ
ザ
ル
の
ヮ
ザ
ル
は
主
人
の
ヮ
ザ
ル
で
は
な1

广
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
w
. 

I

 

I

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る 

f

, 

' 

'

カ
丨
ル
大
王
は
震
閧
係
.(

T
r

e
u

v
e

l
l

e
)

を
.
5

1
 

I

l

g

5 
S

ち
び
こ
う
と
試
み
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り

“

ベ
て
の
.
ヮ
ザ
ル
達
に
と
i

l

知
行
主(

r

l

,

)

.
と
し
i

i

 

/

て
王
と
王
の
ヮ
ザ
ル(

W
r

o
i

s
a

f

と
の
衝
突
で
そ
.
の
下
級
：.ヮ
ザ
ル

(
u

l
v

a
s

a
u

e
n

)
：

は
王
の
側
に
立
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
，こ
。
h,
 

ロ
リ
ン
I

は
、
王
の
ヮ
ザ

ル
達
へ
の
監
視
が
ゥ
ン
タ
丨
ヮ
ザ

ル

に

よ
っ
て
最
も
よ
く
行
わ
れ
る
こ
と
を
す
で
に
知
っ
て
、

(

巧
。

合
の
ベ
ネ
フ
ィ
キ
f

、
つ
ま
り
な
ん
ら
I

f

関
係
の
な
い
上
述
の
小
知
行
地
は
賃
子
知
行
I

 

g

f

 

(

 

a
u

e
l

e

 

L
e

h
s

)

で
あ
り
、
そ
こ
に
貢
納(

A
b

l
)
：

があげられてい
ない場合はほと
んどあ暴、

 

こ
く
通
に
は
、
自
己
の
所
有
地
と
並
ん
で
、
王
か
ら
.の
小
知
行
地
を
t

て
い
た
自
由
人
I

ず)

が
考
え
ら
れ
た
。

/

3
ろ
で
ヨ
の
こ
の
よ
3
な
づ
へ
ネ
フ
ィ
キ
ユ
ゥ
ム
に
つ
い
て
王
の
賃
子(

s

f

 
f

, 

e
e

i
s

.

 

r
e
g
i
u
s
,

 

e
e

l
s

 

r
e

g
®

が
f

み
う
け 

ら
れ
る
。
そ
の
よ
.う
な
い
わ
ゆ
る
王
の
賃
子
の
法
的
性
質
は
何
で
あ
ろ
う
か
？

'.
.
 

-
 

声

文

献

は

蒙

賃

子
t

 

l

マ
時
代
か
ら
由
来
す
i

s

_

(

T

r

l
 

s
t

e
u

e
r

)

と
考
.え
、
次
い
で
I

I

i

プ
レ
カ

リ

ア

を

も

つ

ひ
I

.

の
小
作
人
.

I

I

I

 

0
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a

f
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0̂
 

r

レ

し
か
し
最
近
は
じ
め
I

の

季
I

用
さ
れ
た
国
有
地
、
I

地
g

ず
4

納
.
で
I

」

と
が
証
明
さ
れ
た
の
で
問

題

が

解
決
さ
れ
た
。

.

っ
f

 
b

l

l

i

や
l

u

l

l

 

f

 

M

i

等
の
研
究
？

て
、
初
期
、
I

中
世
の
蜃
史
に
と 

っ
て
の
t

わ
ゆ
る
K

o:
m

oq
s

z

i

i

r

£思
義
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
.0
' 

'
;,
:
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'

こ
の
よ
う
な
新
し
い
関
係
で
，
レ
テ
一

i

'

x

の
實
子
帳
の
王
の
季
が
解
期
さ
る
ベ
$

い
わ
ゆ
る「

従
者
制
と
恩
貸
龇
の
史
的
'
一：体
性
：

I

に
つ
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• 
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eoq
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.
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^
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ば

れ
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^

面

>

ァ

0

賃

子

帳

の

例

に

つ

い

て

検

^

す

る

。

上

述

の
v
a
l
l
i
s
b
r
u
s
i
a
n
â
e

の

管

区

(
m
i
n
i
s
t
e
r
i
u
m

)

に

つ

い

て
 

D
e

 

f
©
r
r
o

 

L
X
X

 

m
a
s
s
a
s
,

 

u
n
a
q
u
a
q
u
e

 

p
e
r
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l
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L
X
X

 

m
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a
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m
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u
e

 …
…

■

.

.

.

.

.
 

: 

: 

: 

.
.

：

：

 

' 

.

. 

.

.

.

.

.

.

.■
■
.

.
 

■

.

I
s
t
e

 

e
s
t

 

c
e
n
w
u
s

 

r
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人

 

：

：
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.

「

鉄

.に
つ

.い

て

、

.
七

0

.塊

、：
そ

.の

何

れ

も

：
：
：：
毎

に

；

：

：

.

」

.

.

.

.

T

蜂
蜜
.に
.つ
.い
.て
、
：七
◦
メ
ン
ス
ラ
、
そ
の
何
れ
も…

…
」

,

.

.

.

.

.

. 

■
 

.
 

.

「

小

豚

七

頭

、：
そ

の

何

れ

も

十

デ

ナ

リ

ゥ

ス

の

価

の

あ

る

も

の

。

」

.

V
 

.

、
7
 V 

:
:

「

こ

れ

は

王

の

實

子

.で

^

る

。」

と
書
か
れ
て
い
る
。
:

.'

..
 

•
 

.

.壬
の

：賃

子

は

普

通

は

貨

幣

で

あ

る

が

、

U
役

人

(
m
i
n
i
s
t
e
r
)

や

官

房

(
c
a
m
e
r
a
r
i
u
s
:
)

の

取

り

分

は

、

現

物

貢

納

へ

か

：ら

も

な

り

立

ら

て

い

る

。

- 
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そ

し

て
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1备

1
垆
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給

付

さ

れ

る
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.
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右

の

記

述

に

み

え

る

欽

山

.か

ら

の

王

の

貴

子

は

、

鉞

山

特

権

(
B
e
r
g
r
e
g
a
l
v

の

所

有

者

と

し

て

の

.王

へ

の

賠

償

と

し

て

理

解

さ

れ

ね

ば

な

ら

.. 

.

.

.

.

.

.

.

.

. 
_ 

.■•
,

な

い

。

こ

の

ょ

ぅ

に

玉

の

賃

子

は

、
'租

税

(steueH)

で

.は

な

く

、

賃

子

ハ

2ins)

で
あ
る
。
た

■だ

主

領

地

が

王

の

私

的

な

土

地

と

国

有

地

(
R
e
i
c
h
s

丨

.

、
8 ノ 
.

oq
s

t

e

eに

区

別

さ

れ

て

い

な

が

っ

た

の
で
、
王

へ

：
の

私

法

的

.な

貢

納

と

<
ム

法

的

な

貢

納

は

区

別

さ

れ

て

い

な

か

っ

1た

。

，

し

か

し

之

等

の

主

の

B
e
n
e
a
z
i
a
H
e

と

.そ

の

A
f
t
e
r
v
a
s
a
l
l
e
n

 

.の

.数

や

氏

名

は

ク

ア

の

軍

事

力

を

方

向

づ

け

、

王

の

農

民

的

べ

：ネ

フ

ィ

キ

ュ
 

ウ

ム

の

}
^
;領

地

.貢

納

の

総

計

は

そ

の

経

済

並

び

に

軍

政

的

な

カ

を

方

向

づ

け

^

.
そ

し

て

そ

れ

は

カ

ー

ル

大

王

0 '
時

代

の

封

建

化

と

国

家

化

の

、ニ

重
の
表
現
で
あ
る
。

.

こ

の

K
o
m

oqs
z
l
n
s
e
r

に

.お

い

て

も

か

.つ

て

王

へ

.の

.

.

T
r
e
u
e
i
d

忙

よ

っ

.
て

高

貴

化

さ

れ

た

■ 

C
H
.
,

 

D
a
n
n
e
n
b
a
u
e
r
)

 

l
i
b
e
r

 i. h
o
m
i
:
n
e
s
=
K

o:n
—

 

i

的 s
l
f
r
e
i
e
n

 

と

し

て

の

 

K

OJn
i

oqs
f
r
e
i
h
e
i
t
r

が

3

03
ぼ

1
1辟
1
1&

2 .
3
10>
'

に

贬

位

し

て

い

る

。

従

っ

て

 

T
h
e
o
d
o
r

 

M
a
y
e
r

 

は

，
，K

o:n
i
g
s
z
i
i
r
f

 

と

一

友

う

表

現

は

そ

れ

が

他

の

ヵ

テ

ゴ

リ

ー

、

つ

ま

り

主

の

グ

ル

ン

ト

へ

ル

的

な

小

作

人

> (
g
H
u
n
d
l
l
e
r
r
l
i
c
h
e

 

H
i
n
t
e
r
l
s
e

tJ.
)

に

適

し

、

王

の

A

O

V 

■
■
■
—
/
:

 

.
ン

自
凼
人
の
等
族
法
的
な
性
格
を
お
お
い
か
く
す
，の
で
、
こ
：の
.表
現
；を
さ£

る
と
述
べ
て
い
る
。

'従
っ
：てHeinrich p

a
g
e
n
b
a
u
e
r

.が
述
べ
た
よ
う
に
王
自
身
が
、
V
I部
は

.

Freighter

に
課
ざ
.れ
た
諸
負

1
を
さ
ら
に
祖
い
つ
づ
け
る

.

.

.

.

.

. 

(

1
 

ノ

義
務
と
共
に
、

一.部
は
こ
の
.義
務
な
し
にliberi h

o
m
i
n
e
w

を
教
会
に
寄
進
し

/c
2
。
し
か
し
之
等
の

.

f
r

e
i

o

の
土
地(G

c:ter >
は
王 

の
印
瞭
な
認
可
な
し
に
は
教
会
に
寄
進
さ
れ

.て
は
な
ら
ず
、
■そ
の
受
け
取

h
人
は
さ
ら
に
，そ
の
土
地
に
も
と
づ
く
負
担
を
担
い
つ
ゴ
ナ

h
文
-
よ
ら

な
か
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V

等

Lexlle"Lehen”

及
びprecaria

の
.種
々
な
性
質
を
み
て
き
た
。
以
下
之
等
の
諸
資
料
に
つ
い
て
参
炤
す
る

。

_
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• 

. 

.
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.

.

.
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.

. 

•
.

,

 

.. 

.

..

.

 

.

ト
ニ
 

.

十

.

-

.

.,

.

.
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-
• 

•
.

資
財
帳
範
例s

revium E
x
e
m
p
l
a
)

の
中
で
は

.

precaria:

とb
e
n
o
6
c
i
u
m

の
事
例
が
明
瞭
'に

あ

ら

わ

れ

て
く
る
。
し

か

も

こ

こ

で

太

い
わ
ゆ
る「

従
者
制
と
恩
貸
制
の
史
的
一
体
性」

に
つ
い
て 

九
ハ
五
ニ
五
-/
,

.



■.

-

1
0
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o五 
ニ 
六)

‘p

-r
'
ガ

-f
-
f然
.と
区
別
さ
れ
.て
.い
る
。

■.
 

• 

.

.

. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 

' 

.

.

.

.

:元

来
p
r
e
c
a
r
i
a

に
は
«

«

容̂

3

&̂5
0
げ
1舞
3
/
.

(

土
地
の
所
.有
権
.を
聖
堂
そ
の
，他
：に
寄
進
し
、
そ
れ
を
，改
め
て
借
地
又
は
小
作
と
し
て
借
戻
す
。)

㈡

P
H
I

 

e
c
a
r
i
a

f-'
r
e
l
n
u
n
e
r
a
t
o
r
i
a

 

C

土
地
を
寄
進
し
、
寄
進
さ
れ
た
土
地
よ
り
：も
：よ
り
大
き
.な
.土
地
、
ま
た
は
别
の
土
地
を
借
り
戻
す
0)

㈢

p
H
e
c
a
r
i
a

 

d
a
t
a

 

(

ヒ 

地
の
寄
進
や
借
々
戻
し
の
手
続
を
経
：な
.い
直
接
の
土
地
貸
与
0)

の
三
つ
の
種
類
が
あ
る

0へ

.

'
:

し
か
し
資
財
例
で
の
プ
レ

-カ
リ
ア
は
大
部
分
がprecaria. r

e
m
u
n
e
H
a
t
o
r
i
a

 

(

つ
ま
り
報
償
的
な
プ
レ
カ
リ
ア)

で
あ
る
。

そ
れ
は
大
要
次
の
よ
う
に
：書
か
れ
て
い
る
。

.

..

r
m
i
s
s
e
&
u
r

的(
w
i
z
u
l
l
)

と
呼
ば
れ
る
修
道
院
に
そ
の
財
産
を
寄
進
し
、
ま
た
そ
れ
に
対
し
て
用
益
権
で(ad u

s
u
m

 fructuar- 

i
u
m
v

借
り
戻
す
修
道
士
及
び
俗
人
に
つ
い
て
。

.
:

H
a
r
t
w
i
c

主
任
闻
祭(presblter)
は
ウ
ォ
ル

ム

ス

.
ガ
ウ

内
の
上
記
の
同

修
道
院
に
、

W
CD
^
-̂
S.
B

ヴ
ィ
ラ

内
に
建
て
ら
れ
し
そ
3

邊
堂

.
 

の
半
分
及
び
領
主
の
小
舍
つ
き
の
在
住
不
自
由
マ
ン

ス

四

及

び

葡

萄

畑

五

ピ

ク

i
25
一

i

を
寄

進

す

。
.
：

そ
し
て
そ
れ
に
対
し
てu

n
k
e
g
t
e
i
n

ヴ
ィ 

ラ
内
の
謹
を
う
け
と
り
、
ま
た
領
丰
の
小
舎
つ
き
の
在
住
非
自
由
マ
ン

^
六
、
；
葡
萄
畑
五
ピ
ク
ト
ラ
、

草
地
一
ー
〇
カ
ル
ラ

ダ
を
受
け
取
る
。
確 

.か

.に
寄
進
せ
る

も
の
を
そ
の
生
涯
の
間
、
プ
レ
カ
リ
ナ
で
も
つ
如
き
.具
合
に
.

(

な
す
べ
'し
。)

,

■
Motwii.

と
そ
：の
妻
は
、
同
じ
く
同
ガ
ウ
内
，の
ヴ
ィ

7
フH

i
l
r
o

内
の
同
修
道
院
に
領
主
.の
小
舎
つ
き
の
在
住
非

自
由
マ
ン
ス」

、
、
 

葡
萄
畑
五
ピク
ト
ラ
、

草
地
十

一

一

力

.
ル

ラ

ダ

を

寄
進
し
、.
ま

たそ
れ
に
対
し
て
同
ヴ
ィ

ラ
.内
で
望
の
小
舎
つ
き
の
在
住
非
自
由

マ
ン
ス
六
、

葡 

萄
畑
七
ピ
ク
ト
ラ
、

草
地
十
五
カ

ル

ラ

ダ

を

う

け

と

る
.0

•

U
n
r
o
h

は
同
ガ
ウ

-

tL

で
の
そ
こ
の
ヴ

'ィ
ラ
で
、
同
じ
く
プ
レ
カ
リ
ア
で
在
住
マ
ン
ス
一
、
不
在
住
非
自
由

(

マ
ン
ス)

ニ
、
#]
.萄
畑
ー
ピ
ク
ト 

ラ
、
草
地
ニ

0
カ
ル
ラ
ダ
を
そ
の
終
生
所
持
す

0
 
.

B
l
h
o

主
任
司
祭
は
、

.同
ガ
ウ
のF

r
a
n
c
o
l
a
l

ヴ
イ
ラ
内
の
同
修
道
院
に
讓
一

宇
、

望
の
小
舎

I
の
在
住
非
自
由
マ
ン
ス
ヒ
、

葡
萄
知
三
ピ
ク
ト
ラ
、

草
地
ニ
〇
カ
ル
ラ
ダ
を
寄
進
す
、

そ
し
て
そ
れ
に
対
し
て
同
ガ
ウ
のMarisga

.
ヴィ
ラ内
で不
在住
电垚
由マ
ンス
 

三
、
葡

萄

畑

oヒ
ク
ト
ラ
、
草
地
ニ
〇
カ
ル
ラ
ダ
を
う
け
と
る

。

.

同
损
にG

o
m
o
l
d
u
s

は
同
ガ
ウ
内

.の
_

a
と
呼
ぶ
ヴ
ィ

ラ

の

讓

へ

、.領
主
の
小
舎
つ
き

.の
在
住
非
自
由

.マ
ン
ス
五
、葡
萄
畑
三
ピ
ク
ト
ラ
、
 

草
地
ニ
〇
カ
ル
ラ

'タ
を
寄
進
し
、.又
そ
れ
に
対
し
て
同
ヴ
ィ
ラ
内
で
領
主
の
.小
會
つ
，含
の
在
住
非
自
由
マ
ゾ

ス
四
、
葡
萄
畑
一
一.ピク
トラ
受け
取る
。

G
r
l
u
s

 

i
 (clerii) 

■は
、
同
ガ
ウ
の
そ
こ
の
ヴ
ィ
ラ
内
で
の
同
修
道
院
に
領
主
の
小

#
つ
き
の
非
自
由
在
住
マ
ン
ス
五
、
葡

萄

畑

四
 

ピ
ク
ト
ラ
を
寄
進
し
、
ま
た
そ
れ
に
対
し
同
ガ
ウ
某
ヴ
ィ
ラ
内
の
領
主
の
小
舎
つ
き
の
在
住
非
自
由
マ
ン
ス
五
、
葡

萄

畑

五
ピ
ク
ト

ラ

を

う

け

と

る
ノ
ま
た
爾
余
の
も
の
も
か
く
の
如
く
記
帳
す
べ

，

1-
.

ぐ 

、

' 

.

.

.

.

.

.

右

のw
o
r
m
s

oqa
u

に
は
ロ

ルシ
ユ修
道院
の所
領が
散在
して

い

る

の
で
之
等
の
。フ
レ
.力
リ
ア
受
領
者
の
氏
名
を
ロ
ル
ツ
ユ
文
書
集
の
中 

でひ
ろっ
てみ
ると

Hartwic 

(presbiter)

と
同
名
の
も
の
が
か
な
り
見
う
け
ら
れ
る
。

し
か
し
そ
の
中
で
最
も
右
の

w
^
a
$
o
に
茳
、
 

と
思
わ
れ
る
の
は

.

Nr. 1117. (

p 

L
oに
.寄
進
の
.証
人
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る

，，

Testes Hertwic

'r(anno

oooo-sls

^(wormsgau
)

で 

あ
る
。
但
し
.こ

こ

で

は
P

I

2.
.
I
の
.記
述
は
み
ら
れ
な
い
が

.oerhart,

o
g
z
o
, 

Liutfrid
.
.

上
続
い
て
記
さ
れ
て
い
る
他
の
三
人
の
証
人 

の
筆
頭
.に
、力
力
れ
て
い
，る
。

〔

な
おP

e
t
r
u
s

とP
a
u
l
u
s

の
使
徒
を
祭
っ
て
あ
る
ヮ
イ
セ
ン
ブ
ル
グ
の
修
道
院
は
す
で
に
七
世
紀
に
創
建
，さ
れ
、
^0ぎ
§

的

? 0
(=
1

の

十

の
 

村々
で彐
地を
もっ

.て
い：

..た

.へ(Fritz TrautN, Unter Neckarlandim fH

c:hefen Mittelalter. ss,.119-120

し〕

さらに

U
n
r
o
h
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つい

.ては
、同
文書集
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制と
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に
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い

て
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(

五
-一
 I

八〕

perpetuaHter:::sub die et
…

•
：

.

.

.

.

.
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.
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-

'
「

同
ヴ
ィ
ク
：ス
.で
の
ウ
ン
.ロ
ッ
^
の̂
寄
進
：
：
：

'

•
.

力
ー
ル
大
主
の''
..

(

治
世

S

六
年
目
、
：.六
月
廿
四
日
に
、
ク
リ
ス
ト
の
备
に
お
い
て
、
余
ウ

シ

ロ
..ッ
ク
は
聖
ナ
ザ
リ
ウ
ス…

修
道
院
長
グ
ン
デ

ラ
ン
ド
ウ
ス
に
寄
進
し
、
ま
た
そ
の
寄
進
を
.
.
.確
認
す
、
'ウ
ォ
ル
人
ス
•
ガ
ウ
内
ウ
ィ

ゲ
ン
ハ
イ
ム
•
マ
ル
ク
内
の
草
地
一
を

-
日

に

ま

た

，
：

.

.

.

.

.
O

J

.

と
記
さ
れ
て
い
る
の
が
，
：ー
番
そ
れ
に
近
い

.
。

,

:
 

V

 

: 

.

.ま
た Birniiio t

p
i
M
t
e
r
)

に
つ
い
て
も 

P
L
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Nr. 1652. (anno 7§
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Donatio Birichonis, et Birnichonis. 
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M
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o
l
l
r
i
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'
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u
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wlchbodo …
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m
a
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i
p
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p
a
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o .wolm.'inbinenheimer. ...rnarca,"perpetualiter …

—1
ビ
'リ
コ
と
ビ
ル

—
コ

の

寄

進

.：

.

;

.

.

•

.
ヵ

ー

ル大

王

の

卅

年七
月

.サ
六
日
、
ク
リ
ス
ト
の
.名
！-お

：：

い
て
、

余

ビ

リ‘コ
と
：ビ
ル

ニ
コ

は

、
聖
：ナ
ザ
リ
：ウ
ス

…

リ
ク
ボ
ド
に…

ウ
ォ
ル
ム

■ 

• 

.
 

'
 

■

:

ス•

ガ
ウ
内
の
デ
ィ
ン
ネ
シ
ハ
イ
ム

•
.，マ
ル
ク
内
の
葡
萄
畑
一
を
寄
進
す
、

永
久
に

…

：
.01—
V
書
か
れ
て
.い
るB

i
r
n
i
c
o

が
最
も
そ
れ
に
‘近 

い
。
然
し
こ
こ
で
も•prebister

の
記
述
は
み
ら
れ
な
い
。

.

然

L
そ
の
こ
と
ょ

，り

も

当

面

吾

々

の

，
関

心

事

で

あ

る
p
s
c
a
r
i
a

の
記
載
が
•殆
ん
ど
之
等
大
部
分
の

.ガ
ウ
別
の
寄
進
の
文
書
に
欠
け
て
い
る

。
.
 

だ
が
プ
レ
.ヵ
リ
ア
の
記
述
が
す
べ
て
の
寄
進
文
書
に
：欠
け
て

.い
る
わ
げ
'で
.は
な
い
。
例
え
ば
'.
'

0
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!
•
•

Nr. 12.

.:(arLao 786.)，，sed presens donatio ista §
1 precada, Omni 

tempore firma 

et stabilis permaneat
、

 

(Donatio Abei ab

D̂atisse Aewot&akonasterio, et 

&
&
J
o
s.
g
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)
「

し
か
し
て
当
面
の
そ
.の
寄

it
も
し
く
尤
プ
レ
力
リ
ア
を 

n
t
a
y
7! 

実
か
つ
安
定
的
に
持
続
す
べ
し
。」

•と
.み
え
、
ま
た 

: 

,
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 s
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e
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a
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 SCTipsi.:

「

余
す
な
わ
ち
サ
>
ェ

ル

主

任

司

祭

が

襴

查

し

，、

.
ヒ
ル
テ
ィ
ス
ノ
ッ
ト
が
こ
の
寄
進
も
，し
く
は
プ
レ
カ
リ
ア
を
記
す
0」
.

と
• L. N

r
.
1
4

 (

f0, 790,)

，
，
Eoq
o Kodulfus hanc donationem slue precariam scripsit

「

余 
ロ 
ド
ゥ
ル
フ
ス
こ
の
寄
進
も 

し
く
は
フ
レ
カ
リ
ア
を
記
す
。」

と
書
か
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
こ
で
は
寄
進
は
词
時
に
プ
レ
.力
，リ

ナ

の

対

「

つ
い〕

概
念
と
し
て
扱
わ
れ
て
い

る

.°
こ
の
>

に

ぎ
s
. (

p

l

l
 
e
i
l
i 

H
a
c
M
I
i
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F
l
a 

est hec Precaria,:ll
』
i
e
,
e
t
f

 pore quo 
1

3
.「

こ

の
フ
レ
カ
リ
.！

V

は
上
記
の
場
所
、
日
時
に
な
さ
.る
0」

c
. 

M
-
.
N
a
p
.

17. „
H
a
n
c

 d
o
n
a
t
i
o
n
e
m

 et ； precariam..::con6r;ma;uit/*
「

こ
の
寄
進
及
び
プ
レ
カ
リ
ア
を…

J
認
す
。
一

0
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N
T* 

2
P(D

o
l
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 E
n

i
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m
l

 d
e 

0
1 Ml

e
l
a
d
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 0 S
I
S

 „iure I
p
r
i
r
i
o

 s
u
c
c
e
d
a
t
t
「

プ
レ
カ
リ
ア

の
法
で
相
続
す
る
。」

p L. !Nr. 41.,,Facta prestaria, tempore et loco, quo supra

*r(Frestaria eiusde

日 L
i
u
f

H
i

)
「

こ
の
プ \ 
カ
リ
ア-h 
上
已

の
時
と
場
所
で
な
さ
る
。」

と
言
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れ
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。
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〇
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萄
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又
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.
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史
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ユ
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.
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範
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ユ
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。
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。
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萄
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ユ
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ユ
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。
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れ
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。
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萄
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。
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萄
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。
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ユ
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。
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萄
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を
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ユ
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。
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(
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近
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。
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b
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.
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。
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.
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範
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範
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.
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史
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运
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 b
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ら
れ
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マ
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ゥ
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マ
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な
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司
祭
は
自
由
マ
ン
ス
1
を
べ
'ネ
フ
イ
キ
土
ゥ
ム
：で
も
，つ
。」

5

90f
K
n
d
i
s

は
自
由
マ
ン
ス
一
と
四
分
の
一
マ
ン
ス
を
ベ
ネ
フ
イ
キ
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キ
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マ
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マ
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マ
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ら
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マ
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.
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ら
れ
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あ
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ら
れ
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す
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か
は 

•証
明
.さ
れ
な
い
。
M

〔

っ
ま
に
主
'へ
のI:

般
的
な
.ヮ
ザ
ル
誓
約
f

る
か
.そ
れ
.ぞ
れ
；の
知
行
主
.：へ
：の
：特
別
な
ベ

(

部
族
的
な
自
由
人
：叉
は
王
.の

自

由人
と

し
て
の)

ヮ
ザ 

ル
誓
約
に

依
る
か
は
.明
示
さ
れ
て
な
い
。

〕 

' 

‘

以
上
ベ
ネ
フ
イ
キ
ュ
ゥ
ム
が
必
ず
し
も

軍
事
的

な

Y
f>
5
CQ
3
a
i
i
t
i
u
m

と
結
合
し
な
い
，い
わ
ゆ

るb

&5:uerlic31es b
e
n
e
6
c
i
u
m

の
例
を
示
し
た
が 

し
か
し
べ
ネ
プ
イ
キ
ュ
ゥ

ム

は

の

貸

与

で

は

な

く

、Landleilie.

で

あ

り

、

し
か

も

..プ

レ

ヵ

リ

ア
の
上
方
に
発
展
し
た
部
1
と
し 

て
のL

a
n
d
l
e
i
i
i
e

で
、
よ
り
高
度
な
政
治
的
な

種
類
の
：Le

i
h
e

で
あ
る
こ
と
の
.証
樾
も
示
■し
て
お
く
必
要
が
.：あ
る
。

'

つ
ま
り
フ
ラ
ン
ク
社
会
の
国
家
化
並
び
に
封
建
化
の
過
程
に
お
け
るPHecaria, b

e
n
e
f
i
c
i
u
m

の
進
展
に
つ
れ
て
げ
沖
§
&

&

©
 Landieihe 

か
ら
づ
£0
3
3
!
1
1

發

&
0
.
1
^
&
0
1
3
1
9
'

へ
の
.展
開
が
並
行
的
に
ま
た
は
同
ー
線
上
で
行
わ
.れ
る
。
そ
0
例

証

は

王

領

地

、
：
境

界

地

で

.の

開

墾

者

と

し 

て

入

植

し

、
：
屯

田

兵

的

な

軍

務

に

従

事

す

る

l
i
m
i
t
a
n
e
i

や

a
r
i
m
a
n
n
i

等
が
之
を
立
証
す
る
。

処
で
、
先
に
聖
職
者(plesbTter )

が
べ
ネ
フ
イ
キ
ュ
ゥ
ム
を
ぅ
け
と
る
こ
と
を

示
し
た
が
こ
の
べ
ネ
フ
イ
キ
ュ
ゥ
ム
の
内
容
は
必
ず
し
も
知 

行

地(
L
e
h
e
n
g
f
)

で
あ
る
必
要
は
な
い
。

つ
ま
り

次
の
例
.の
如
く
べ
ネ
フ
イ
キ
ュ
：.ゥ
，
ム

の

内

容

が

聖

堂

.(ecclesia)

で
も
よ
い
の
で
あ
り
、
 

ま
た
.こ
の
べ
ネ
フ
イ
キ
ユ
ゥ
ム
がv

a
s
s
a
l
i
t
i
u
m

を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

.

「
(

フ
ラ
イ
ジ
ン
グ
の)

司
教
、
主

ハ
ッ
ト
が
タ
ン
キ
ル
匕
ェ

シ(Taruakirch

o'n
)

と
呼
ば
れ
る
場
所
で
の
教
会
を
ベ
ネ
フ
イ
キ
ユ
ゥ
ム
と
し
て 

s
d
a
r
i
c
h

と
会
ぅ
名
の
彼
の
家
人
に
貸
与
し
た(praestabit.)

こ

と

の

文

書

。

こ
.の

(uldari &
:

は
つ
ま
り
司
教
ハ
ッ
ト(Hatto
)

も
し
く 

は
聖
ア
リ
ア
の
寒
の
奉
仕
に
そ
の
生
涯
の
間
自
己
を
託
身
し
た
。
こ

の
者
は
忠
実
に
聖
マ
リ
ア
の
.家
め
寧
仕
に
と
ど
ま
る
と
の
条
件
で
同
べ
ネ
フ 

'
イ
キ
ュ
ゥ
ム
を
ひ
き
ぅ
け
广
ま
た
も
し
彼
が
何
か
別
な
こ
と
を
な
す
な
ら
ば
ゝ
彼
は
同
べ
和
フ
イ
キ
ュ
ゥ
ム
を
失
兄
。」

、

v

 

.

 

-

 

-

■

:
:

こ
こ
で
も
う
一
度M

a
x

 W
e
b
e
r
,

を
思
い
お
こ
す
必
要
が
あ
る
。
.

「

修
道
院
は
有
カ
な
世
俗
的
大
所
有
者
に
対
し
て
当
然
そ
の
所
有
を
証
書

に
書

く
こ
と
を
必
要
と
し
た
。
し

か

し

一
般
に
農
民
的
自
已
託
身
の
；

|

文
書
的

証

明(
e
i
n
e
l
f
t
l
f

 

B
l
g
d
g
g 

von 

f

 
I

s
 

A

l

i

o羞
を
必
要
と
考
え
る
こ
と
は
修
道
院
で
さ
え
も

念
頭
に
浮
ば
^

っ̂

。

」

■

従

っ
て
文
書
に
記
さ
れ
て
い
る
以
上
フ
ラ
イ
ジゾ

グ
の
ウ
ル
ダ
リ
ッ
ク
の
自
己
託
身
は
い
わ
I

農
民
管
已
託
身
の
タ
イ
プ
に
入
ら
な
い
。

ク
れ
故L

c
s
n
e

を

r
o証
し
'
て

「

す
ベ
て
の
ベ
ネ
フ
ィ
キ
エ
ウ
ム
受
領
者
-Cbse6ciati>'

が
'同
時
に
ヮ
；ザ
ル
で
あ
っ
た
と
す
る
と

n .
ル
ビ
ィ
や 

(

34
.

) 

、
 

'
.ア
フ
レ
の
よ
う
に
.
例
夕
が

あ

っ

た

大
抵
の
修
道
院
は
.
司
祭
の
.
ベ
ネ
フ
ィ
キ
ア9seecia clericalia )
を
も
っ
て 

い
た
。
J
h述
べ
て
い

る

M
i

l

に
も
ま
た
例
外
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
ウ
ル
ダ
リ
ッ
ク
の
知
行
は
い
わ
ゆ
る
農

民

的
な
ベ
ネ
フ
.ィ
キ
ユ
ウ

.
こ
の
よ
I

ヮ
ザ
ル
的
べ
、令
ィ
キ
ユ
ウ
ム
か
ら
決
定
的
に
分
離
し
て
進
む
い
わ
ゆ
る
農
民
的
べ
ネ
フ

‘

堂
の
大
部
分
の
ベ
ネ
フ
4

.
ア
I

に

讓

と
い
う
グ
ル
ン
i

 

サ

'

、' 
ノ
マ
' 
聖 

こ
の
場
合
知
行
主
の
地
主
的
性
格
に
領
主
的
性
格
が
I

向
に
加
算
さ
れ
て
ゆ
く
こ
I

不
睃
し
て
い
る
。

に
つ
い
て
ま 

震
し
た
が
こ
の
よ

V 5
な
べ
ネ
フ
ィ
キ
ア
の
プ
レ
カ
リ
ア
へ
の
後
方
の
ん
で
ベ
ネ

？
4

•

，
之
等

V

へ

て

爸(

フ
フ
イ
シ
ン
ク
の

)

司
教H

a
t
t
o

が
同
じ
く

.

(

フ
ラ
イ
ジ
，ン
グ
の)

sd
a
r
i
c
h
,

余
の

.家
人
に
そ
の
生
涯
の
間
べ
ネ
フ
イ. 

キ
ウ
ム
芒
与
せ
る
事
の
証
人
で
あ
る
。
.し
が
し
s

i
、
/

l

f…

乙

.
は

何

等

の

反

対

も

な

し

に

ン

グ
2
聖

マ

リ.

ア
の
家(

教
会)

に

(

同
.
ベ
ネ
フ
イ
キ
ユ
ウ
ム
を

)

反j

-#
す
<

L1
C.

一'

.

'

 

•

こ
の
よ
う
な
ベ
ネ
フ
イ
キ.ユ
ウ
ム
の
返
還
の
例
は
外
に
も
：み
ら
れ
る

。
：
:

.;'
• 

•

..
き

'
:

I

I

自

1

1

1

1

)
：

が
：以

前

に

余

の
'ベ
ネ
フ
ィ
キ
ュ
.

I
と
：
し

て

、
：
同

地

に

附

属

せ

：
る

も

の

、

：

即

ち
f

、

草

也

、 

、

路

の

あ

る

放

牧

地

…
…

等

の

す

べ

^
 

レ
て
、

ぐいわゆる

「

従者
制と
暴制
の史
的一
体性

」

について

-

■

: 

.
 

f

塵



. 

.
'

.

'
’

:
.
ニ
'〇
' 

I

:六)

'

「
そ
れ
故
余
は
こ
の
文
書
に
よ
り(

汝
ら
が)

余
の
恵
与
'に
よ
り
あ
'る
い
は
伯
.又
ば
余
の
ヮ
ザ
ル
達.VCKXOnvasaueny

の
崽
与
に
お
り(ex
... 

.

.■
■.
 

..
 

-
 

■

-
 

. 

-
 

-
 

.
 
: 
•
 

V 

; 

■-
.
'
 

.

.

.

.

largitione)

JK
m
の
修
道
院
の
.所
有
か
ら
ベ
ネ
フ
イ
キ
ユ
ゥ
ム
を
も
て
る
す
ベ
て
の
s
 AKroavasallen, untervasallen.)

に
、
汝
等
が
何 

等
の
反
対
も
懈
怠
も
な
し
に
、
尊
敬
さ
；る
る
“(

修
道
院
長)

s
m
a
r
a

oqd
u
s

乃
至
は
そ
の
後
.'継
者
あ
.る
い
は
同
修
道
院
.の
巡

察

使.に
.毎

年

十

分

の
一
 

税
又
は
九
分
の
一
税
^:
。§
3
落

d
e
c
i
m
a
s
)

を
な
.お
ざ
り
に
せ
ぬ
こ
と
を
余
ば
命
ず
る
。J

之

はA
f
t
e
r
l
e
h
e
n

の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い 

る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
ま
たPHecariae v

e
r
b
o

 re

oqis=royal 

b
e
n
e
f
i
c
i
a

の
一
例
で
も
あ
る
。
最
後
に 

,「

し
か
し
て
余
の
ベ
ネ
フ
イ
キ
ユ
ゥ
ム
を
も
つ
余
の
ヮ
ザ
.ル
は
余
の
死
後
、
余
め
妻

s
w
a
n
a
b
u
r

oq.

が
も
し
余
よ
り
永
く
生
き
て
お
れ
ば
、
 

彼
女
の
生
き
て
い
る
限
り
、
彼
女
.に
奉
仕
す
べ
し
。
し
か
し
て
彼
女
の
死
後
、
も
し
余
：の
ヮ
ザ
ル
達
が
サ
ン
•
ガ
レ
ン
修
道
院
を
同
ど
る
修
道
院
.
 

長
の
支
配
を
得
よ
ぅ
と
欲
せ
ば
、
'余
の
ヮ
ザ
ル
逹
が
義
務
あ
り
し
如
く
、
同
修
道
院
に
奉
仕
し
、
か
く
て
余
の
ヮ
ザ
ル
が
そ
の
べ
ネ
フ
イ
キ
土
ゥ 

ム
を
そ
の
生
涯
保
持
•し
、
ま
た
そ
の
死
後
、.
息
子
の
誰
か
一
人
が
ベ
ネ
ブ
イ
キ
ユ
ゥ
ム
を
保
持
す
る
ど
と
を
余
は
欲
す
る
0
..
.
し

か

し

て

も

し

サ 

ン

•
ガ
レ
ン
修
道
院
.の
院
長
が
上
述
の
：ベ
ネ
フ
イ
キ
ユ
ゥ
ム
を
聖
堂
へ
回
収
し
、
ま
た
そ
の
た
め
に
必
要
な
命
令
を
な
さ
ば
誰
も
こ
の
文
書
の
規 

定

(caxta)

に
そ
む
い
て
は
な
ら
な
い
。」

こ
こ
で
は
全
く 

Y
p
w
s
a
l
i
t
i

pl
n
lが

b
e
n
e
f
i
t
i
u
m

の
前
提
条
件
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
し
か
し
同
時
に
べ
ネ
フ
イ
キ
ア
のE

r

o-ieihe,

E
r
b
l
e
h
e
n

へ
の
上
昇
の
道
も
ひ
ら
か
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
プ
レ
カ
リ
ア
に
つ
.い
て
も
八
、
九
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
ま
で
ひ
き
つ
づ
きE

r
b
l
e
i
h
e
n

が
証
明
さ
れ
る
。

さ
き
に
あ
げ
*た

^J^QHvasaulAftJerlellen

に
つ
い
て
吾
々
は
次
の
例
を
あ
げ
る
ご
と
が
で
き
る
。

0
. L

.

 

N
r

.

 

S
6

7
4

 

p
l—
I

c i

日

w
a

i
s

e
r

s
l

a
s

e
r

n

L—J

9
H
C
P
0

 796

丨82
5
0

「

iz
l

p
otJ
§
g

c +
-

a

に
つ
い
て
。
ヴ
イ
ラ•

ナ
ン
ネ
ン
シ
ユ
ト
ゥ
ル

で

の

領
 

主
地
た
り
し
も
の
.は〈

ず
れ
も
ル
ッ
ぺ
ル
ト
怕(wupelt c

o
m
i
t
e
s
)

の
時
に
グ
ン
ト
フ
リ
ド(Guntfrid) 

が
保
持
-b
、
ま
た
そ
こ
に
住
ま
ぅ 

家

人9
0
m
o
)

に
与
う
。」

.

こ
こ
で
は
ク
シ

卜

フ
リ
ト
のAftervasallen

た
る
家
人
た
ち

Qo&J^^gAhomirles
)

へ
の
再
授
封
を
示
し
て

、
，
る
。
.そ
し
て
こ
こ
で 

もv
a
s
l
t
l
u
m

が

b
e
l
c
i
u
m

の
基
礎
的
条
件
と
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
人
間
的
支
配
が
物
的
支
配
に
先
行
し
、
優
位
し
て
い
る
。
こ
こ 

で
の
支
配
は
^
論
中
世
的
支
配
つ
ま
り
保
護
の
貫
徹
の
た
め
のG

e w
a
i
t

ま
た
は

M
a
&
t
s
t
e
l
r
a
n
w

^
s-
5£
o 

然

し

V
II

I
I

と
.

L
e
k
a
l
l

の
史
的
銃

'

1.

体
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
い
わ
ば
純
粋
な
：封
建
関
係
.と
.領
地
と
領
民
の
支
配
と
し
て
あ
ら 

わ
れ
るGrundherrs&aft 

(

又
はB

a
l
e
n
s
c
h
a
f
t
,

 G
erichtshelchaft

)

あ
る
い
は
ラ
ン
ト
と
ラ
ン
ト

住
民
の
支
配
と
し
て
あ
ら
わ
れ 

る

！

jandesherrschaft

は
、
そ
れ
ら
が
い
か
に
互
い
に
.重
な

り

合

う

と

し

て

も

铍

密

に

，
は

区
別
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

.
 

. 

.

.

.

.
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- 

.

.

,1)

f
e
o
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D
o
p
s
c
h
,

 

T
h
e

 e
c
o
n
o
m
i
c

 a
n
d

 social f
o
i
m
d
a
t
i
c
m
s

 of E
u
r
o
p
e
a
n

 civilization, 

p. 288. 

(1937.)

^
2
W
- 

w
w
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^
1
^
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(

3)

卜

bopsch. T
h
e

 economic a
n
d

 social f
o
u
n
d
a
t
i
o
p
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t
t
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D
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t des hohen Mittelaltels. 1955. s. 6 g.

(

5) 

H
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p
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n
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l
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b
e
t
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l
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u
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 L
l
c
i
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 m
a
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s
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I
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B
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B
l
, 

S. 

300
3
.
こ
の
ょ
う
に「

ル
グ
ネ
ッ
_ブ
に
は
マ
ン
ス 

一
2

と
あ
る
の
み
で
そ
れ
が
ベ
ネ
フ
.

.
キ
ユ
ゥ
ム
か
否
か
.に
つ
し
て
は
記
さ
れ
て
I
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
例
外
的
に
ベ
ネ
フ
ィ

キ

ユ
ゥ
ム
.の
記
述
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。

C13)

ヮ

ザ

ル

の

ゥ

ザ

ル

を

A
f
t
e
r
v
a
s
a
l
l

と
：言
う
。
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I

 

i

§
 
S

E
g
.
 
r 
w.
 

o

f

F
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い
わ
ゆ
る「

従
者
制
と
恩
貸
制
の
史
的
一
体
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に
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ニ
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「

ド
イ
ツ
人
民
も
ま
た
革
命
的
伝
統
を
.も
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
が
、
他
の
国
々
の
最
良
の
革
命
家
た
ち
と
も
肩
を
な
ら
べ
5
る
人
材
を
生
み
出
し 

た
時
代
、
ド
イ
ツ
人
民
が
、
も
し
集
中
し
た
国
民
の
場
合
だ
っ
た
ら
、
す
ば
ら
し
い
結
果
を
も
た
ら
し
，た
に
ち
が
，レ
な
い
根
気
と
精
力
と
を
発
揮 

L
た
時
代
、
ド
イ
ツ
の
農
民
と
平
民
と
が
、
彼
ら
の
子
孫
を
し
|ば
し
ば
た
じ
ろ
が
せ
る
に
た
る
よ
う
な
思
想
と
計
画
を
い
だ
い
た
時
^
、
そ
う
い 

う
時
代
が
か
っ
て
あ
っ
た
の
.で
あ
る
。」

エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、「

ド
イ
ツ
農
.民
戦
争」

.の
冒
頭
に
、
以
上
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
今 

日
、
こ
の
文
章
を
更
め
'て
眛
わ
う
.べ
き
で
は
な
か
ろ
う
.か
。
'

'
,

ド
イ
ツ
人
の
民
族
的
誇
り
、
農
民
戦
争
：の
指
導
者
ト
マ
ス
•
ミ
ユ
ン
ツ
ァ
'や
宗
教
改
革
の
先
駆
者
マ
ル
テ
ィ
ン
•
ル
ツ
タ
ー
を
ま
つ
ま
で
も
な 

く
、
ド
イ
ツ
人
は
十
八
世
紀
以
来
す
ぐ
れ
た
文
化
を
創
造
し
た
。
カ
シ
ト
に
は
じ
ま
り
、
：シH—

リ
ン
グ
、
.フ
ィ
ヒ
テ
を
へ
て
へ
I
ゲ
ル
に
よ
っ 

て
完
成
さ
れ
た
理
想
主
義
哲
学(

観
念
論)

、
バ
-ツ
-
か
ら
へ
ン
ー
デ
ル
、
；
ハ
イ
ド

.ン
そ
し
て
、
'尤
ィ
ツ

ァ

ル

ト

を

へ

：
で

べ

!
ト

ー

ヴH

ン
ほ
よ
び
ブ
ラ 

丨
ム
ス
に
至
る
古
典
的
な
音
楽
芸
術
、

レ
ツ
ク
ン
ダ
、
デー

テ
、
シ
ラ
ー
.お
よ
び
ハ
イ
ネ
を
生
.み
出
し
た
一ド
イ
ツ
文
学
、
ま

こ
と
に
十
八

«:
.紀
ト 

.

一
八
九
〇
年
か
ら
一
九
一
四
年
に
か
け
て
の
ド
イ
ツ
労
働
運
動
に
お
け
る
若
千
の
問
題 

ニ
1£(

五
四
ー)


